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自動体外式除細動器（AED）の適正配置に関するガイドラインの 

補訂について（通知） 

このことについて、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安

全課から、別添写しのとおり事務連絡がありましたので、通知します。 

ついては、各学校において、本ガイドラインを確認し、AED を適切に設置する

とともに、AED の使用に係る教育や訓練などの取組を進めていただくようお願い

します。 

  

（生徒指導（学校安全）係）  

（ 企 画 ・ 調 整 係 ）  
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